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寝屋川市産業振興連絡調整会議（10名程度） 

【設置目的】 

産業の振興に関する取組の進捗状況について、市民、事業者、産業経済団体、教

育・研究機関、消費者等と意見・情報を交換する。 

【例】 

〇 ねやがわパークの取組に関する意見・情報交換 

○ 萱島地区事業者誘致検討事業に関する意見・情報交換  

〇 その他各団体等の取組に関する意見・情報交換 

公募市民 

市産業振興室長 【会長】 

寝屋川市産業振興条例 
【第３条第１項 基本理念】 

産業の振興は、事業者の創意工夫、自助努力及び法令遵守を基本とし、事業者、産業経済団体、教育・研究機関、消費者及び寝屋川市がそれぞれの役割及び責

務を果たしながら、市民の理解と協力の下、協働により推進するものとする。 

【第 13条 産業の振興に関する意見交換の場の設置】 

市長は、産業の振興に関する取組の進捗状況について、市民、事業者、産業経済団体、教育・研究機関、消費者等と意見を交換する場を設けるものとする。 

商業関係団体が推薦する者 

工業関係団体が推薦する者 
農業関係団体が推薦する者 

産業経済団体の取組に関して専
門的知識・経験を有する者 教育・研究機関の取組に関して専門的知識・経験を有する者 

消費生活関係団体が推薦する者 

意見・情報交換した取組等について、『商・工・農業者』 『産業経済団体』 『教育・研究

機関』 『消費者』 『寝屋川市』それぞれの役割及び責務を果たしながら、協働により

推進することにより、地域産業の安定化・活性化の推進を図る。 

➡ 市民生活の向上、にぎわいと活力のあるまちの実現 

寝屋川市産業振興連絡調整会議の概要 

○H25.５設置 

〇例年 10 月、２月ごろの開催（年２回） 

※ 令和４年度の開催実績  

令和４年 10 月 25 日、令和５年２月 20 日 

※ 令和５年度の開催実績  

令和５年 10 月 24 日、令和６年２月 22 日 

   

 


